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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る

化学物質の輸入通関手続等について

平成２３年３月３１日

経済産業省製造産業局

化 学 物 質 管 理 課

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号）に係る

化学物質の輸入通関手続等については、平成２２年３月３０日付け経済産業省製造産業

局化学物質管理課名通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物

質の輸入通関手続等について （以下「旧通知」という ）により実施しているところで」 。

すが、平成２１年５月２０日に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する

法律の一部を改正する法律 （法律第３９号。以下「改正法」という 、平成２１年１」 。）

０月３０日に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一

部を改正する政令 （政令第２５７号。以下「改正化審法施行令」という ）等の施行に」 。

併い、本通知について、下記の通り内容を変更して平成２３年４月１日から実施するこ

とと致しました。

なお、旧通知は、平成２３年３月３１日限りで廃止します。



Ⅰ．化学物質の輸入通関手続きについて

１ 既存化学物質、公示化学物質又は監視化学物質を輸入する場合

( ) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号。1

以下「法」という ）附則第２条第４項に規定する既存化学物質名簿に収載され。

ている化学物質（以下「既存化学物質」という ）にあっては、既存化学物質に。

係る官報告示の類別整理番号を、輸入申告書又はインボイスに記入すること。

( ) 法第４条第４項（法第７条第２項において準用する場合を含む ）の規定によ2 。

（ 「 」 。） 、りその名称が公示された化学物質 以下 公示化学物質 という にあっては

公示化学物質に係る官報告示の通し番号及び類別整理番号を、輸入申告書又はイ

ンボイスに記入すること。

( ) 法第２条第８項の規定によりその名称が公示された同条第４項の監視化学物3

質、同条第５項の優先評価化学物質にあっては、当該監視化学物質に係る官報告

示の通し番号及び類別整理番号を、輸入申告書又はインボイスに記入すること。

、 、 、なお 別紙１に掲げる化学物質は 第一種特定化学物質に該当するものであり

輸入しようとする場合には、 の手続が必要となるので、通関手続の際には十分２

に注意すること。

２ 第一種特定化学物質を輸入する場合

(1) 試験研究用以外として法第２条第２項に規定する第一種特定化学物質を輸入す

る場合は、法第２２条に基づく経済産業大臣の許可を受けるとともに、許可書の

原本を輸入申告の際に提出すること。

なお、別途、輸入貿易管理令（昭和２４年政令第４１４号）に基づく輸入通関

手続にしたがい、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（昭和４

９年政令第２０２号。以下「法施行令」という ）第８条に掲げる用途に使用す。

るものであることについて経済産業大臣の確認を受ける必要があるとともに、輸

入申告の際には確認書の原本を提示すること。

(2) 試験研究用として第一種特定化学物質を輸入する場合には、輸入貿易管理令に

基づく輸入通関手続にしたがい、試験研究用として適当であることについて経済

、 。産業大臣の確認を受けるとともに 確認書の原本を輸入申告の際に提示すること

３ 第二種特定化学物質を輸入する場合

法第２条第３項に規定する第二種特定化学物質にあっては、第二種特定化学物質

に係る法施行令第２条に規定する当該化学物質ごとの号番号を、輸入申告書又はイ

ンボイスに記入すること。

なお、試験研究用以外として第二種特定化学物質を輸入する場合には、法第３５

条第１項に基づき、毎年度、輸入予定数量を経済産業大臣に届け出る必要があると

ともに、届け出た輸入予定数量を超えて輸入する場合には、同条第２項に規定する

変更の手続きが必要となるので十分に注意すること。



４ 新規化学物質を輸入する場合

法第２条第６項の新規化学物質（以下「新規化学物質」という ）を輸入する場。

、 、 、合は あらかじめ厚生労働大臣 経済産業大臣及び環境大臣へ必要事項を届出等し

審査又は確認を受ける必要があるので十分に注意すること。

( ) 法第４条第１項若しくは第２項又は法第５条第８項の規定により法第４条第１1

項第２号から第５号のいずれかに該当するものである旨の通知を受けた新規化学

物質については、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の通知書の写しを輸

入申告の際に提出すること。ただし、法第２条第８項及び第４条第４項の規定に

より当該新規化学物質の名称が公示された後においては、通知書の写しは必要な

く、上記 (2)又は(3)に該当する場合の手続によること。１

( ) 試験研究用又は試薬として用いられる新規化学物質については、輸入申告に係2

る化学物質は試験研究用又は試薬として輸入するものである旨の別紙２の様式第

１による書面を、輸入申告の際に提出すること。なお、当該書面の提出は写しに

よるもので構わない。

( ) 法第３条第１項第４号の確認を受けた新規化学物質（以下「中間物等新規化学3

物質」という ）については、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認。

通知書の写しを輸入申告の際に提出すること。

（ 「 」( ) 法第３条第１項第５号の確認を受けた新規化学物質 以下 少量新規化学物質4

という ）については、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の少量新規化。

学物質確認通知書の写し及び当該年度における輸入・製造に係る累積数量が当該

確認通知書の写しに記載された数量以下である旨の別紙３の様式第２による書面

を輸入申告の際に提出すること。なお、当該書面の提出は、写しによるもので構

わない。

( ) 法第３条第１項第６号の確認を受けた新規化学物質（以下「法第３条第１項第5

６号に係る高分子化合物」という ）の輸入に係る場合。

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の法第３条第１項第６号に係る高分

子化合物確認通知書の写しを輸入申告の際に提出すること。

( ) 法第５条第４項の確認を受けた新規化学物質（以下「低生産量新規化学物質」6

という ）については、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の低生産量新。

規化学物質確認通知書の写し及び当該年度における輸入・製造に係る累積数量が

当該確認通知書の写しに記載された数量以下である旨の別紙３の様式第２による

書面を輸入申告の際に提出すること。なお、当該書面の提出は、写しによるもの

で構わない。



５ 外国における製造者等に係る新規化学物質のうち、法第４条第１項第２号から第５

号に該当するものである旨の通知を受けた者から当該通知に係る新規化学物質を輸入

する場合

法第７条第２項において準用する法第４条第１項又は第２項の規定により法第４

条第１項第２号から第５号のいずれかに該当するものである旨の通知を受けた者か

ら当該通知に係る新規化学物質を輸入する場合は、厚生労働大臣、経済産業大臣及

び環境大臣の通知書の写しを輸入申告の際に提出すること。ただし、当該通知を受

けた者が当該新規化学物質の本邦への輸出を第三者に行わせる場合は、当該通知書

の写し及び当該通知を受けた者が当該通知に係る新規化学物質の本邦への輸出を当

該第三者に行わせることとした旨を当該通知を受けた者が記載した別紙４の様式第

３による書面を輸入申告の際に提出すること。

なお、法第７条第２項において準用する法第４条第４項の規定により当該化学物

質の名称が公示された後においては、通知書の写し等は必要なく、上記 (2)の公１

示化学物質に該当する場合の手続によること。

６ 留意すべき事項

(1) 上記 から に掲げる書面の提出がない場合は、輸入が認められないこともある１ ５

ので十分に注意すること。また、上記 から に掲げる書面に記載された化学物質１ ５

とインボイスその他の書類に記載された化学物質との関係がそれらの名称等により

明らかとなっていない場合は、輸入が認められないこともあるので十分に注意する

こと。

(2) 虚偽の記載又は偽造に基づく上記 から に掲げる書面を提出して、新規化学物１ ５

質等の輸入をしたことが判明した場合は、関係諸法律に照らして処罰されることが

あるので十分に注意すること。

(3) 輸入しようとする商品の特性等により別紙の様式により難い場合には、記載事項

の追加等により、法との関係を明らかにすること。

Ⅱ．第一種特定化学物質を使用する製品の輸入について

１ 法施行令第７条に掲げる製品を輸入する場合

法施行令第７条に掲げる製品を輸入する場合は、同条の表の上覧（別紙５では左

） 。欄 に掲げる第一種特定化学物質が使用されていないことを確認して輸入すること

第一種特定化学物質が使用されている場合は、輸入することができない。

法施行令第７条に掲げる製品 と関税定率法別表（関税率表）の区分との主（注）

要な対比は 「第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができな、

い製品と関税定率法別表との対比 （別紙５－１）のとおりである。」

なお、法施行令第７条に規定する木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤とは、

防腐、防虫又は防かび効果を有する第一種特定化学物質に他の物質を混合すること

により使用上の便益を向上させた、いわゆる製剤全てを含むものであり、予防剤、



駆除剤、土壌処理剤、予防駆除剤、防蟻剤、防かび剤等はこれに該当するものとす

る。

２ ＰＦＯＳ又はその塩が使用されている製品を輸入する場合

ＰＦＯＳ又はその塩が使用されているエッチング剤（圧電フィルタ又は無線機器

が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の

製造に使用するものに限る 、半導体用のレジスト又は業務用写真フィルム（以下。）

「エッチング剤等」という ）を輸入する場合には、輸入貿易管理令に基づく輸入。

通関手続にしたがい、エッチング剤等にＰＦＯＳ又はその塩が使用されているもの

であることについて経済産業大臣の確認を受けるとともに、当該確認書の原本を輸

入申告の際に提示すること。

エッチング剤等と関税定率法別表（関税率表）の区分との主要な対比は 「第一、

種特定化学物質が使用されている場合に、輸入貿易管理令に基づく輸入通関手続に

したがい経済産業大臣の確認を受けなければならない製品と関税定率法別表との対

比 （別紙５－２）のとおりである。」

（注 「製品」の解釈については 「化学物質の範囲等 （別紙６）に従う。） 、 」



(別紙１)

第１種特定化学物質

通し 第１種特定化学物質 既存化学物質に 関税定率法別表

番号 係る官報告示の の区分

類別整理番号

１ ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） － ２９０３．６９

２ ポリ塩化ナフタレン（塩素数が三以上のものに限る。）（ＰＣ ４－３１７ ２９０３．６９

Ｎ）

３ ヘキサクロロベンゼン（ＨＣＢ） ３－７６ ２９０３．６２

４ アルドリン ４－３０３ ２９０３．５２

５ ディルドリン ４－２９９ ２９１０．４０

６ エンドリン ４－２９９ ２９１０．９０

７ ＤＤＴ ４－９１０ ２９０３．６２

８ クロルデン類 ９－１６４６ ２９０３．５２

９ ビス（トリブチルスズ）＝オキシド（ＴＢＴＯ） ２－２０２７ ２９３１．００

２－２２４２

１０ Ｎ・Ｎ'-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、Ｎ-トリル-Ｎ'-キシリ ３－１４６ ２９２１．５１

ル-パラ-フェニレンジアミン又はＮ・Ｎ'-ジキシリル-パラ-フェ ３－３６５

ニレンジアミン

１１ 二・四・六‐トリ‐ターシャリ‐ブチルフェノール（ＴＴＢＰ) ３－５４０ ２９０７．１９

１２ マイレックス － ２９０３．５９

１３ トキサフェン － ２９０３．５９

１４ 二・二・二‐トリクロロ‐一・一‐ビス（四‐クロロフェニル）エタノ ４－２２６ ２９０６．２９

ール（ケルセン又はジコホル）

１５ ヘキサクロロブタ‐一・三‐ジエン ２－１２１ ２９０３．２９



通し 第１種特定化学物質 既存化学物質に 関税定率法別表
注1）

番号 係る官報告示の の区分

類別整理番号

１６ 二－（二Ｈ－一・二・三－ベンゾトリアゾール－二－イル）－ ５－３５８０ ２９３３．９９

四・六－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール ５－３６０４

１７ ペルフルオロ（オクタン－一-スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は ２－１５９５ ２９０４．１０

その塩 （ＰＦＯＳ）

２－２８１０

（一部の塩）

１８ ペルフルオロ（オクタン－一-スルホニル）＝フルオリド（別名 ２－２８０３ ２９０４．９０

ＰＦＯＳＦ）

１９ ペンタクロロベンゼン ３－７６ ２９０３．６９

２０ ｒ―一・ｃ―二・ｔ―三・ｃ―四・ｔ―五・ｔ―六―ヘキサクロロシク ３－２２５０ ２９０３．５１

ロヘキサン（別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン） ９－１６５２

２１ ｒ―一・t―二・c―三・t―四・c―五・ｔ―六―ヘキサクロロシク ３－２２５０ ２９０３．５１

ロヘキサン（別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン） ９－１６５２

２２ ｒ―一・ｃ―二・ｔ―三・ｃ―四・c―五・ｔ―六―ヘキサクロロシ ３－２２５０ ２９０３．５１

クロヘキサン（別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン） ９－１６５２

２３ デカクロロペンタシクロ［五・三・〇・ 〇 ・ 〇 ・〇 ］デカン―五 － ２９１４．７０
二・六 三・九 四・八

―オン（別名クロルデコン）

２４ ヘキサブロモビフェニル － ２９０３．６９

２５ テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ ３－６１ ２９０９．３０

ルエーテル）

２６ ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ － ２９０９．３０

ルエーテル）

２７ ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ ３－２８４５ ２９０９．３０

ニルエーテル）

２８ ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ ３－３７１６ ２９０９．３０
注２）

ルエーテル）

注１）ＰＣＢ等のうち同位元素（第２８．４４項のものを除く）ものは、２８４５．９０に属す。

注２）ヘプタブロモジフェニルエーテル、オクタブロモジフェニルエーテル及びノナンブロモジフェニ

ルエーテルからなる物質が３－３７１６である。



(別紙２)

様式第１

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る

輸入新規化学物質用途確認書（試験研究用又は試薬用）

年 月 日

□□税関長 殿

氏名又は名称及び法人にあ

つては、その代表者の氏名

住 所

今般の輸入申告に係る（輸入（納税）申告書に記載した名称）は、

試験研究用（〇〇〇において使用)

試薬(▽▽▽に納入)

として輸入するものに相違ありません。

担当者氏名

電話番号

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ ｛ ｝は、該当する事項を記載すること。．

３．〇〇〇は使用者名を、▽▽▽は使用者名、小分け業者名又は扱い者名を記載す

ること。



（別紙３）

様式第２

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る

輸入新規化学物質累積数量確認書

（少量新規化学物質又は低生産量新規化学物質用）

年 月 日

□□税関長 殿

氏名又は名称及び法人にあ

つては、その代表者の氏名

住 所

今般の輸入申告に係る（輸入（納税）申告書に記載した名称）は、今年度○○回目の

輸入であり、今年度の輸入に係る累積数量は今回も含め□□□ です。また、今年度kg

の製造に係る累積数量は□□□ です。kg

上記の累積数量は、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の

少量新規化学物質
確認通知書に記載された数量以下であることを確認します。

低生産量新規化学物質

担当者氏名

電話番号

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ ｛ ｝は、該当する事項を記載する。．



（別紙４）

様式第３

Date :

ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ

Name of Company :

Name of Representative :

Authorized Signature :

Address of Company :

This is to certify that we have decided to export to Japan the new

chemical substance (namely,

)

referred to in our export notification to the Minister of Health, Labor and Welfare,

Minister of Economy, Trade and Industry and Minister of the Environment

of Japan in the name of

as its shipper.



（別紙５－１）

第１種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品と関税定率法別表の対比

第１種特定化学 製 品 （内 訳） 関税定率法別表の区分

物質

ポリ塩化ビフェニ 潤滑油、切削油及び作動油 潤滑油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１

ル（ＰＣＢ） （注：潤滑油は、常温におい ９-２及び３４．０３のうち主として潤滑の用に供

て液状の潤滑剤をいう。切 するもの

削油及び作動油についても

同様である。）

切削油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１

９-２及び３４．０３のうち切削油

作動油 ２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１９-２及び３８２

４．８２のうち作動油

接着剤（動植物系のものを 接着剤（動植 ３５．０６、３９．０１から３９．１３まで及び４０．０２

除く。）、パテ及び閉そく用又 物系のものを のうち接着剤（動植物系のものを除く。）

はシーリング用の充てん料 除く。）

パテ及び閉そ ３２．１４のうちパテ及び閉そく用又はシーリング

く用又はシー 用の充てん料

リング用の充

てん料

塗料（水系塗料を除く。）、印 塗料（水系塗 ３２．０８、３２．１０及び３２１２．９０-２

刷用インキ及び感圧複写紙 料を除く。）

印刷用インキ ３２．１５

感圧複写紙 ４８．０９及び４８．１６のうち感圧複写紙

液体を熱媒体とする加熱用 液体を熱媒体 ８４．１９、８５．１４及び８５．１６のうち液体を熱

又は冷却用の機器 とする加熱用 媒体とする加熱器

の機器

液体を熱媒体 ８４．１９のうち液体を熱媒体とする冷却器

とする冷却用

の機器

油入変圧器並びに紙コンデ 油入変圧器 ８５０４．２１から８５０４．２３までのうち油入変圧

ンサー、油入コンデンサー及 器

び有機皮膜コンデンサー

紙コンデンサ ８５．３２のうち紙コンデンサー、油入コンデンサ

ー、油入コン ー及び有機皮膜コンデンサー

デンサー及び



有機皮膜コン

デンサー

エアコンディショナー、テレビ エアコンディシ ８４．１５

ジョン受信機及び電子レンジ ョナー

（注：これらの製品で輸入が

禁止されるのは、上記油入

変圧器並びに紙コンデンサ

ー、油入コンデンサー及び

有機皮膜コンデンサーでＰＣ

Ｂが使用されたものを部分

品として組み込んだものであ

る。）

テレビジョン受 ８５．２８

信機

電子レンジ ８４．１９及び８５１６．５０のうち調理用電子レン

ジ

ポリ塩化ナフタレ 潤滑油及び切削油 潤滑油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１

ン（ＰＣＮ） [塩素 ９-２及び３４．０３のうち主として潤滑の用に供

数が三以上のも するもの

のに限る。]

切削油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１

９-２及び３４．０３のうち切削油

木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 ３８．０８、３８２４．９０－４のうち木材用の防腐

剤、防虫剤及びかび防止剤

塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のも ３２．０８から３２．１０まで及び３２１２．９０-２の

のに限る。） うち防腐用、防虫用又はかび防止用のもの

アルドリン及びＤ 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 ３８．０８、３８２４．９０－４のうち木材用の防腐

ＤＴ 剤、防虫剤及びかび防止剤

塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のも ３２．０８から３２．１０まで及び３２１２．９０－２の

のに限る。） うち防腐用、防虫用又はかび防止用のもの

ディルドリン 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 ３８．０８、３８２４．９０－４のうち木材用の防腐

剤、防虫剤及びかび防止剤

塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のも ３２．０８から３２．１０まで及び３２１２．９０－２の

のに限る。） うち防腐用、防虫用又はかび防止用のもの

羊毛（脂付き羊毛を除く。） ５１０１．２１、５１０１．２９、５１０１．３０、５１０５．

１０、５１０５．２１、５１０５．２９のうち羊毛（脂付

き羊毛を除く。）

クロルデン類 木材用の防腐剤及び防虫剤 ３８．０８、３８２４．９０－４のうち木材用の防腐

剤及び防虫剤

木材用の接着剤 ３５０１．９０、３５．０３、３５．０５、３５．０６、３９．



０１から３９．１３まで及び４０．０２のうち木材用

の接着剤

塗料（防腐用又は防虫用のものに限る。） ３２．０８から３２．１０まで及び３２１２．９０-２の

うち防腐用又は防虫用のもの

防腐木材及び防虫木材 ４４０３．１０、４４．０４、４４０６．９０、４４．０７か

ら４４．０９まで及び４４．１３のうち防腐木材及

び防虫木材

防腐合板及び防虫合板 ４４．１２及び４４．１８のうち防腐合板及び防虫

合板

ビス（トリブチル 防腐剤及びかび防止剤 ３８．０８及び３８２４．９０－４のうち防腐剤及び

スズ）＝オキシド かび防止剤

（ＴＢＴＯ）

塗料（貝類、藻類その他の 塗料（貝類、 ３２．０８、３２．０９、３２．１０及び３２１２．９０-２

水中の生物の付着防止用 藻類その他の のうちいわゆる船底塗料、漁網防汚剤等（貝

のものに限る。）及び印刷用 水中の生物 類、藻類その他の水中生物の付着を防止する

インキ の付着防止 ものに限る。）

用のものに限

る。）

印刷用インキ ３２．１５

漁網 ５６０８．１１、５６０８．９０（漁網に限る。）

Ｎ・Ｎ'-ジトリル- ｺﾞﾑ老化防止剤 ３８１２．３０―１

パラ-フェニレン

ジアミン、Ｎ-トリ

ル-Ｎ'-キシリル-

パラ-フェニレン

ジアミン又はＮ・

Ｎ'-ジキシリル-

パラ-フェニレン

ジアミン

スチレンブタジエンゴム ４００２．１１、４００２．１９のうちスチレンブタジエ

ンゴム

二・四・六-トリ-タ 酸化防止剤その他の調製添加剤（潤滑油用 ３８．１１のうち酸化防止剤その他の調製添加

ーシャリ-ブチル 又は燃料油用のものに限る。） 剤（潤滑油用又は燃料油用のものに限る。）

フェノール

（ＴＴＢＰ）

潤滑油 ２７１０．１１-２、２７１０．１９-１- (4)、２７１０．１

９-２及び３４．０３のうち主として潤滑の用に供

するもの



マイレックス 木材用の防虫剤 ３８．０８、３８２４．９０－４のうち木材用の防虫

剤

二－（二Ｈ－一・ 化粧板 ４４．１０から４４．１２のうち化粧板

二・三－ベンゾト 接着剤（動植物系のものを 接着剤（動植 ３５．０６、３９．０１から３９．１３まで及び４０．０２

リアゾール－二 除く。）、パテ及び閉そく用又 物系のものを のうち接着剤（動植物系のものを除く。）

－イル）－四・六 はシーリング用の充てん料 除く。）

－ジ－ターシャリ パテ及び閉そ ３２．１４のうちパテ及び閉そく用又はシーリング

－ブチルフェノー く用又はシー 用の充てん料

ル リング用の充

てん料

塗料及び印刷用インキ 塗料 ３２．０８から３２．１０

印刷用インキ ３２．１５

ヘルメット ６５０６．１０

(注：(二－（二Ｈ－一・二・三－ベンゾトリアゾ

ール－二－イル）－四・六－ジ－ターシャリ

－ブチルフェノール)が使用されている製品

の存在が確認されているのはプラスチック製

のものである。）

ラジエータグリルその他の自動車の部品（金 ８７．０８（金属製のものを除く。）

属製のものを除く。）

(注：(二－（二Ｈ－一・二・三－ベンゾトリアゾ

ール－二－イル）－四・六－ジ－ターシャリ

－ブチルフェノール)が使用されている製品

の存在が確認されているのはプラスチック製

のものである。）

照明カバー ９４０５．９のうち照明カバー

(注：(二－（二Ｈ－一・二・三－ベンゾトリアゾ

ール－二－イル）－四・六－ジ－ターシャリ

－ブチルフェノール)が使用されている製品

の存在が確認されているのはプラスチック製

のものである。）

保護用眼鏡のレンズ及び眼 保護用眼鏡 ９０.０１のうち保護用眼鏡のレンズ

鏡のフレーム のレンズ

(注：(二－（二Ｈ－一・二・三 眼鏡のフレー ９００３．１

－ベンゾトリアゾール－二－ ム

イル）－四・六－ジ－ターシ

ャリ－ブチルフェノール)が使

用されている製品の存在が

確認されているのはプラスチ

ック製のものである。）



防臭剤 ３３０７．４９のうち防臭剤

ワックス ３４．０５のうちワックス

サーフボード ９５０６．２９のうちサーフボード

インキリボン ８４４３．９９のうちインキリボン

印画紙 ３７. ０３のうち印画紙

ボタン ９６０６．２

(注：(二－（二Ｈ－一・二・三－ベンゾトリアゾ

ール－二－イル）－四・六－ジ－ターシャリ

－ブチルフェノール)が使用されている製品

の存在が確認されているのはプラスチック製

のものである。）

管、浴槽その他のプラスチック製品（成形し ３９．１７から３９．２６

たものに限る。）

ペルフルオロ（オ 航空機用の作動油 ２７１０．１９-１- (4)及び２７１０．１９-２のうち航

クタン－一-スル 空機用の作動油

ホン酸）（別名ＰＦ

ＯＳ）又はその塩

糸を紡ぐために使用する油剤 ３８０９．９１のうち糸を紡ぐために使用する油剤

金属の加工に使用するエッチング剤 ３７０７．９０、３８１０．１０及び３８２４．９０のうち

金属の加工に使用するエッチング剤

半導体（無線機器が３メガヘルツ以上の周 ３７０７．９０のうち半導体（無線機器が３メガヘ

波数の電波を送受信することを可能とする ルツ以上の周波数の電波を送受信することを

化合物半導体を除く。）の製造に使用するエ 可能とする化合物半導体を除く。）の製造に使

ッチング剤 用するエッチング剤

メッキ用の表面処理剤又はその調整添加剤 ３４．０２のうちメッキ用の表面処理剤又はその

調整添加剤

半導体の製造に使用する反射防止剤 ３２０８．９０のうち半導体の製造に使用する反

射防止膜

研磨剤 ３８１０．１０及び３８２４．９０のうち研磨剤

消火器、消火器用消火薬剤 消火器 ８４．２４

及び泡消火薬剤

消火器用消 ３８１３．００

火薬剤及び泡

消火薬剤

防虫剤（しろあり又はありの防除に用いられ ３８．０８及び３８２４．９０－４のうち防虫剤（しろ

るものに限る。） あり又はありの防除に用いられるものに限る。）

印画紙 ３７．０３のうち印画紙



テトラブロモ（フェ 塗料 ３２．０８から３２．１０まで及び３２１２．９０－２の

ノキシベンゼン） うち塗料

（別名テトラブロ

モジフェニルエー

テル）

ペンタブロモ（フ

ェノキシベンゼ 接着剤 ３５．０６、３９．０１から３９．１３まで及び４０．０２

ン）（別名ペンタ のうち接着剤

ブロモジフェニル

エーテル）



（別紙５－２）

第１種特定化学物質が使用されている場合に、輸入貿易管理令に基づく輸入通関手続にしたがい経

済産業大臣の確認を受けなければならない製品と関税定率法別表の対比

第１種特定化学 製 品 （内 訳） 関税定率法別表の区分

物質

ペルフルオロ（オ エッチング剤（圧電フィルタ エッチング剤 ３８２４．９０のうちエッチング剤（圧電フィルタの

クタン－一-スル 又は無線機器が３メガヘル （圧電フィルタ 製造に使用するものに限る。）

ホン酸）（別名ＰＦ ツ以上の周波数の電波を送 の製造に使用

ＯＳ）又はその塩 受信することを可能とする化 するものに限

合物半導体の製造に使用す る。）

るものに限る。） エッチング剤 ３８２４．９０のうちエッチング剤（無線機器が３

（無線機器が メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信する

３メガヘルツ ことを可能とする化合物半導体の製造に使用

以上の周波 するものに限る。）

数の電波を送

受信すること

を可能とする

化合物半導

体の製造に使

用するものに

限る。）

半導体用のレジスト ３７０７．９０のうち半導体用のレジスト

業務用写真フィルム ３７．０１、３７．０２のうち業務用写真フィルム



（別紙６）

化学物質の範囲等

法第二条第一項に「化学物質」とは「元素又は化合物に化学反応を起こさせることに

より得られる化合物(放射性物質……中略 ……除く。)をいう 」と規定されているが、。

この解釈は次のとおりとする。

(１)「元素」とは一種類の原子(同位体の区別は問わない。以下同じ。)からなるすべ

ての状態(例：励起状態、ラジカル)の物質をいうものとする。

なお、合金については 「元素」の混合物であると解されているので「化学物質」、

の範囲外として取り扱うものとする。

「 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、(２) 化合物 とは 二種類(少なくとも一種は Ｈ Ｂ Ｃ Ｎ Ｏ ＦHe Ne

Ｐ、Ｓ、 、 、 、 、 、 、 、Ｉ、 、 又は とする。)以上の原子Cl Ar As Se Br Kr Te Xe At Rn

が共有結合、イオン結合、配位結合等又はこれらの任意の組み合わせの結合によって

結合した物質をいうものとする。

(３)「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから自然界にお

いて起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの

(生、死を問わない。)又は生物体構成成分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こ

っていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、化学反応を人為的に起こさせる

行為としては扱わない。

なお、化学反応を人為的に起こさせてはいるが、その及ぶところが局限されている

場合(例：金属の表面処理、使用時に化学反応が起こる接着剤又は塗料)又は生成物が

廃棄物となり分離使用されることのない場合は 「起こさせることにより」には該当、

しないものとする。

(４) 施行令で定められた製品については 「化合物」とはせず、法第２４条（製品の、

）、 （ ）、 （ ）、 （ ）、輸入の制限 第２８条 基準適合義務 第２９条 表示等 第３０条 改善命令

第３４条（第一種特定化学物質の指定等に伴う措置命令 、第３５条（製造予定数量）

の届出等 、第３６条（技術上の指針の公表等 、第３７条（表示等 、第３９条（指） ） ）

導及び助言 、第４２条（取扱いの状況に関する報告 、第４３条（報告の徴収 、第） ） ）

４４条（立入検査等 、第４８条（要請）により対処するものとする。また、施行令）

、 、「 」で定められていないものであり 次の①又は②に該当するものについては 化合物

とはせず 「製品」として扱い、その他の関連法令等により対処するものとする。、

① 固有の商品形状を有するものであって、その使用中に組成や形状が変化しない

もの（例：合成樹脂製什器・板・管・棒・フィルム 。ただし、当該商品がそ）

の使用中における本来の機能を損なわない範囲内での形状の変化（使用中の変

形、機能を変更しない大きさの変更 、本来の機能を発揮するための形状の変）

化（例：消しゴムの摩耗）や、偶発的に商品としての機能が無くなるような変

化（使用中の破損）については、組成や形状の変化として扱わない。

② 必要な小分けがされた状態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販

（ 、 ）売されうる形態になっている混合物 例：顔料入り合成樹脂塗料 家庭用洗剤



（参考）輸入通関時に求められる官報告示の通し番号、提出書類等の一覧

化学物質の分類 官報告示の通し番号等 提出書類等

（ ）輸入申告書・インボイス

既存化学物質 類別整理番号 －

公示化学物質 通し番号、類別整理番号 －

監視化学物質 通し番号、類別整理番号 －

優先評価化学物質 通し番号、類別整理番号 －

－

第一種特定化学物質 －

①特定の用途に使用する第一 許可書の原本及び輸入貿易

種特定化学物質 管理令に基づく経済産業大

臣の確認書の原本

②試験研究用の第一種特定化 輸入貿易管理令に基づく経

学物質 済産業大臣の確認書の原本

法施行令第２条の号番号第二種特定化学物質

新規化学物質

①判定通知受理後 － 通知書の写し

②試験研究用・試薬用 － 様式第１による書面

③中間物等 － 確認通知書の写し

④少量新規化学物質 － 確認通知書の写し及び様式

第２による書面

⑤法第３条第１項第６号に － 確認通知書の写し

係る高分子化合物

⑥低生産量新規化学物質 － 確認通知書の写し及び様式

第２による書面

通知書の写し（通知受理者以外外国製造者等に係る新規化学 －

に輸出させる場合には通知書の物質

写し及び様式第３による書面）


